
平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

一

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定

一

土
地
改
良
事
業
計
画
の
適
否
決
定

一

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

二

の
縦
覧

右

同

二

右

同

二

道
路
の
位
置
指
定

二

右

同

三

公

告

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に

三

つ
い
て
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局

目

次

ペ
ー
ジ

長
の
認
可
を
受
け
た
件

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

三

右

同

三

特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

四

の
実
施

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
等
の
公

六

示
右

同

六

正

誤

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
奈
良
県
公
報

六

号
外
第
四
号
正
誤
表

平
成
十
四
年
五
月
七
日
奈
良
県
公
報
第

七

千
三
百
六
十
一
号
正
誤
表

告

示

奈
良
県
告
示
第
百
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
結

核
指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平
成
十
四
年
四
月
三
十

日

北

城
郡
河
合
町
広
瀬
台
三
丁
目
三
番
地

六

む
ら
か
み
小
児
科

辞

退

年

月

日

所

在

地

名

称

奈
良
県
告
示
第
百
八
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指

定
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平
成
十
四
年
五
月
一
日

北

城
郡
河
合
町
広
瀬
台
三
丁
目
三
番
地

六

む
ら
か
み
小
児
科

指

定

年

月

日

所

在

地

名

称

奈
良
県
告
示
第
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
の
協
議
に
係

る
土
地
改
良
事
業
計
画
は
、
適
当
と
決
定
し
た
。

な
お
、
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

申

請

者

事

業

計

画

縦

覧

期

間

及

び

場

所



奈
良
県
告
示
第
百
十
号

大
和
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
た
め
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
案
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

変
更
に
係
る
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
並
び
に
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
御
所
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の

写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
駒
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の

写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
和
高
田
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図

書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
百
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
四
年
五
月
九
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

天
理
市
田
町
一

番
地
ノ
一
及
び
一
一
番
地
ノ
三
の
各
一
部

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

天
理
市
長

南

佳
策

県
単
独
農
道
整
備
事
業

庵
治
地
区

平
成
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら

平
成
十
四
年
六
月
十
七
日
ま
で

天
理
市
役
所

種

類

及

び

名

称

土

地

の

区

域

大
和
都
市
計
画
道
路
第
三
・
四
・
七
百
三
十

四
号
服
部
台
明
星
線

北

城
郡
上
牧
町
服
部
台
一
丁
目
、
大
字
上
牧

及
び
大
字
上
牧
字
二
ツ
池

二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
上
牧
町
建
設
部
都
市
整
備
課

三

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
十
一
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
要
領

こ
の
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
案
に
つ
い
て
の
意
見
の

要
旨
及
び
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
記
載
し
、
住
所
、
氏
名
及
び
職
業
を
併
記
し
た
文
書
一
通
を
知
事

あ
て
と
し
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
平
成
十
四
年
六
月
十
一
日
ま
で
に
必
着
す
る
よ
う
に
提

出
す
る
こ
と
。

奈
良
県
告
示
第
百
十
一
号



二

申
請
者
氏
名

杉
浦
正
治

三

申
請
者
住
所

天
理
市
田
町
一

番
地

四

道
路
の
幅
員

四
・

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

二
六
・
一
一
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
十
六
日

七

指
定
番
号

奈
土
第
一
三

四
号

奈
良
県
告
示
第
百
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
高
田
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
四
年
五
月
二
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

香
芝
市
下
田
西
三
丁
目
二
四
八
番
地
ノ
三
の
一
部

二

申
請
者
氏
名

有
限
会
社
エ
イ
ト
ホ
ー
ム

取
締
役

赤
土
喜
代
美

三

申
請
者
住
所

香
芝
市
狐
井
六
五
七
番
地
ノ
一

四

道
路
の
幅
員

四
・
七

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

二
八
・
五
五
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
十
四
日

七

指
定
番
号

高
土
第
一
三
一
一
号

二

施
行
者
の
名
称

奈
良
県

三

事
務
所
の
所
在
地

奈
良
市
登
大
路
町
三

番
地

四

事
業
地
の
所
在

ア

収
用
の
部
分

変
更
な
し

イ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
四
月
二
十
二
日
第
六
八

一
四
六
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日
第
五
六
四
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

御
所
市
大
字
柏
原
三
三
一
番
地
ノ
一
二
の
一
部
、
三
三
四
番
地
ノ
一
の
一
部
、
三
三
四
番
地
ノ
三

の
一
部
及
び
三
三
四
番
地
ノ
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

御
所
市
一
番
地
ノ
三

御
所
市
長

前
川
正

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
和
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
長
の
認
可
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
和
都
市
計
画
下
水
道
事
業
宇
陀
川
流
域
下
水
道



平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日
郡
土
第
一

三
一
号

平
成
十
四
年
四
月
二
十
三
日
郡
土
第
一

三
一

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
五
月
十
四
日
郡
土
第
三
五
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

大
和
郡
山
市
西
田
中
町
字
中
宮
五
一
五
番
地
ノ
三
の
一
部
、
字
牛
宮
五
一
五
番
地
ノ
五
の
一
部
、

五
一
五
番
地
ノ
六
及
び
五
一
五
番
地
ノ
七
の
一
部
、
字
古
荒
五
一
八
番
地
の
一
部
、
新
町
五
八
二
番

地
ノ
二
の
一
部
及
び
六
四
九
番
地
ノ
八
の
一
部
、
字
村
ノ
下
五
八
二
番
地
の
一
部
、
五
八
三
番
地
の

一
部
、
五
八
四
番
地
の
一
部
、
五
八
五
番
地
の
一
部
及
び
五
八
六
番
地
の
一
部
並
び
に
字
下
山
田
原

一
一
六
五
番
地
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
和
郡
山
市
北
郡
山
町
二
四
八
番
地
ノ
四

大
和
郡
山
市
長

上
田
清

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

て
い

つ
に

達
調

の
等

品
物

争
競

般
一

り
お

と
の

次
、

、
で

の
す

ま
い

行
を

札
入

こ
、

お
な

。
す
ま
し
告
公

、
は

達
調

る
よ

に
告

公
の

関
機

易
貿

界
世

に
達
調
府
政

く
づ

基
に

）

受
を

用
適

の
定

協
る
す
関

成
平

。
す

で
の

も
る

け年
月

也
善

本
柿

事
知

県
良

奈

日

第
達

調
る

す
付

に
札

入
争

競
容

内
の

タ
ー

ュ
ピ

ン
コ

件
物

札
入

れ
入

借
の

特
び

及
量

数
の

件
物

札
入

進
推

化
報

情
校

高
立

県

質

業
工

良
奈

立
県

良
奈

業
事

タ
ー

ュ
ピ

ン
コ

校
学

等
高

式
一

等

成
平

間
期

入
借

年
月

成
平

ら
か

日
年
月

で
ま

日

良
奈

立
県

良
奈

所
場

入
納

校
学

等
高

業
工

町
篠

秋
市

良
奈

）

法
方

札
入

、
は
札
入

額
金

入
借
の
り

た
当
月
か

定
決

札
落

。
す
ま
い

行
で

書
札

入
、
は

て
っ

た
当
に

当
に
額
金

た
れ
さ
載
記

に

の
額

金
該

の
分

し
算
加

を
額
る
す

当
相
に

額
金

た

に

額
金

該
当

と
る
あ

が
数
端
の

満
未
円

を
額

金
数
端
の

そ、
は

き
ま

し
と
額

金
た
て
捨

り
切

価
札
落
て

っ
も

を）
。

す

札
入

、
で
の
す

ま
し
と
格

方
地

び
及

税
費
消
、

は
者

業
事

税
課
る
係

に
税
費
消

者
業
事
税
免
か
る

あ
で

者

見
、

ず
わ
問
を

か
る
あ
で

の
額
金

約
契
た
っ

も
積

の
分

札
入
を
額
金
る
す

当
相

に

い
さ

だ
く
て
し

載
記
に
書

第

。

者
る
す

加
参
に
札
入
争
競

げ
掲
に
次

格
資

な
要
必

に

る
ら

か
、

が
者
る

す
当
該
に

で
ま

こ
る

す
加
参
に

札
入
の
こ

。
す

ま
き

で
が

と

令
行

施
法
治
自
方
地

和
昭

第
令
政

年
第
）

号
の
条

者
い

な
し

当
該

に
定
規

の

。
と

こ
る
あ
で

契
の
等

入
購
品
物
県
良
奈

措
等

止
停
名

指
る
係
に

約
止

停
名

指
る
よ
に

領
要
置

期
置
措
の

留
保
名

指
は

又

こ
る
あ

で
者
い
な

で
中
間

。
と

入
争
競

る
け
お
に
県
良
奈

リ
、

で
者
格

資
有
加
参

札
、

は
て

っ
あ
に
社

会
ス
ー

目
種
業

営

て
し

録
登
に
務
業
貸
賃

の

会
売
販

、
り
あ
で

者
る
い

社
に
）

社
会

ス
ン
ナ
テ

ン
メ

目
種
業

営
、
は

て
っ
あ

種
業

営
は
又

器
機
務
事

の
目

の
者
る

い
て

し
録
登
に

器
機

の
記
上

。
と
こ

る
あ
で

入
争

競
の
こ

、
り
よ
に

者
で

が
と

こ
る
す
加

参
に
札

に
た
新
、
お
な

。
す
ま

き

う
よ

得
を
格
資

加
参
札
入

す
示

に
次

、
は
者
る

す
と

請
申

の
査
審

格
資

に
所
場

。
い
さ
だ

く
て
っ
行
を

町
路
大

登
市
良
奈

務
総

局
納
出
県
良
奈

地
番

係
度

用
課

棟
主
庁

県

話
電

）
階

）
表
代

線
内

は
て
っ

あ
に
社
会
ス
ー
リ

借
た

し
示
に

告
公
の
こ

、
し

致
合

に
格
規
の

品
物
入

実
確
を
量

数
び
及

品
物

た

証
を
と

こ
る
得
し

入
納
に

、
て

っ
あ
で

者
る
き
で

明
去

過
、

つ
か

共
公
方

地
は
又

国
に
間

年

公
の
こ
、

て
い
お
に

体
団

と
等

同
は
又
類

種
同
と
告

回
数

を
約

契
る
め
認

が
県

を
ら
れ
こ
、
し

結
締
上

以

た
し
行
履

に
実
誠
て

べ
す

。
と
こ

る
あ
で
者

社
会
売
販

に
）

社
会
ス
ン

ナ
テ
ン
メ

に
告

公
の

こ
、
は
て

っ
あ

格
規

の
品
物

達
調

た
し
示

数
び
及
品

物
た
し
致
合

に

る
得

し
入
納
に

実
確
を
量

で
者

る
き

で
明
証
を

と
こ

入
借

該
当
、

つ
か

、
り

あ

フ
ア

な
速
迅
し

関
に
品
物

テ
ン

メ
・

ス
ビ
ー
サ

ー
タ

さ
備

整
が
制
体

の
ス
ン
ナ

で
明
証
を
と

こ
る

い
て

れ

第

。
と

こ
る
あ

で
者
る
き

等
所

場
出
提
の
書
札
入
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契
、

所
場

出
提

の
書

札
入

入
、

所
場

す
示

を
項

条
約

及
所
場
付

交
の

書
明

説
札

先

せ
わ
合
い
問
び

町
路

大
登

市
良

奈

会
員

委
育

教
県

良
奈

地
番

課
育

教
校

学
局

務
事

棟
東

庁
県

話
電

）
階

）
表

代
線

内

び
及

時
日

の
会

明
説

札
入

成
平

所
場

年
月
日

後
午

）
木

時

高
業

工
良

奈
立

県
良

奈

分

校
学

等所
場

び
及

時
日

の
札

開
入

成
平

年
月
日

前
午

）
火

時

教
会

員
委

育
教

県
良

奈

分

室
員

委
育

棟
東

庁
県

）
階

書
札

入

札
入

る
よ

に
便

郵

と
こ

す
出

し
差

で
便

郵
は

合
場

の
こ

。
す

ま
き

で
が

封
、
し
と
便
郵

留
書

、
は

に
面

表
の
筒

校
学

等
高

業
工

良
奈

立
県

の
式

一
等

タ
ー

ュ
ピ

ン
コ

書
札
入
る
係

に
れ

入
借

日
札

開
入

、
て

し
書
朱
と

る
す

着
到

に
で

ま
日

前
の

。
い

さ
だ

く
て

し
に

う
よ

第
他

の
そ

使
て

い
お

に
続

手
の

約
契日

貨
通

び
及

語
言

る
す

用と
貨

通
国

本
日

び
及

語
本

。
す

ま
し

約
契

県
良

奈

金
証

保
札

入

則
規

和
昭

年
第

則
規

県
良

奈
月

。
る
よ
に
定

規
の

）
号

約
契

県
良

奈

金
証

保
約

契

。
る

よ
に

定
規

の
則

規

事
る

れ
さ

求
要

に
者

札
入

項参
に

札
入

争
競

般
一

の
こ

入
、

は
者

る
す

望
希

を
加

り
お
と
す

示
で

書
明

説
札

第
、

の

び
及

適
の

品
物

入
借

、
し

関
に

る
す

を
請

申
認

承
格

規
合

の
品
物
入
借
、

に
も

と
と

及
品

物
た

し
致

合

に
格
規

し
入

納
に

実
確

を
量

数
び

書
る

す
明

証
を

と
こ

る
得

で

ま
時
日
の
定
所
を
等
類

り
な

ば
れ

け
な

し
出

提
に

参
札

入
、

お
な

。
ん

せ
ま

前
の

日
札

開
入

、
は

者
加

、
て

い
お

に
間

の
で

ま
日

等

類
書
出
提
ら
か
県
良
奈

れ
ら

め
求

を
明

説
し

関
に

じ
応

に
れ

そ
、

は
合

場
た

。
ん
せ
ま

り
な

ば
れ

け
な

き
づ

基
に

料
資

出
提

の
こ

第
の

び
及

れ
ら

め
認

と
る

す
当

該
に

者
象
対
札
落
を
者
る

。
す
ま
し
と

と
社
会

ス
ー
リ
は

者
札
入

作
を

書
札
入

の
定
所
、

し
所

、
上

た
し
を
封

、
し
成

入
に
時
日
び

及
所

場
の

定

。
い

さ
だ
く
て

し
札

し
出
提

の
そ
、
は

者
札
入

、
え

換
き
引

を
書
札
入

た
す

消
り

取
は
又
、

し
更
変

。
ん
せ
ま

き
で

は
と

こ

に
告
公
の
こ

効
無
の
札
入

の
格

資
加
参
争

競
た
し
示

奈
、

札
入

た
し
の
者

い
な

第
則

規
約

契
県
良

び
及
札
入
る
す
当

該
に

条

違
に

件
条
る
す

関
に
札
入

と
効

無
、

は
札
入
た

し
反

。
す

ま
し

し
要

否
要

の
成
作
書
約
契

奈
は
約

契
、
お
な

。
す
ま

び
及
社
会

ス
ー
リ
と

県
良

社
会

売
販

に
）

社
会
ス

ン
ナ

テ
ン
メ

し
結

締
を
約
契
者

三
る

よ

。
す

ま

定
予

法
方

定
決
の
者
札
落

で
内

囲
範
の
限

制
の
格
価

有
て

っ
も

を
格
価
の

低
最

を
者

た
っ
行
を

札
入
な
効

。
す
ま
し

と
者
札

落

の
こ

等
止

停
の
続
手
達
調

処
の

情
苦
る
す

関
に
達
調

約
契

、
て

い
お
に
続

手
理

を
行

執
は
く
し

若
結
締
の

る
す
除
解
は
又

、
し
止

停

。
す

ま
り
あ

が
合
場

有
の
渉

交
る
け
お
に
続
手有

無

入
借
す
示

で
書
明
説

札
入

請
申

認
承
格
規

合
適
品
物

）
。

す
で

要
必
が
続

手
の

は
社
会
ス
ー
リ

件
条
払
支

月
翌

の
月
用

使
を
品
物

、
県

良
奈

、
い
行
を

求
請
に

し
理
受

を
書
求

請
払
支
は

ら
か
日
た

に
社

会
ス
ー
リ

に
内
以
日

。
す

ま
し

と
の
も
う

払
支

説
札
入
、
は
細
詳

他
の
そ

第

。
す

ま
り
よ

に
書
明
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達
調

の
務

役
は

又
等

品
物

を
等

者
札

落
、

て
い

つ
に

す
ま

し
示

公
り

お
と

の
次

成
平

。

年
月

也
善

本
柿

事
知

県
良

奈

日等
品

物
る

係
に

約
契

意
随

数
び

及
称

名
の

務
役

は
又

消
用

成
作

証
許

免
転

運

量

証
許

免
転

運

入
購

の
品

耗

ド
ー

カ

ト
ッ

セ
ン

ボ
リ

ク
ン

イ

個

ボ
リ

ト
ー

コ
ー

バ
ー

オ

箱

ン
個

担
を

務
事

る
す

関
に

約
契

及
称

名
の

等
課

部
る

す
当

本
察

警
県

良
奈

地
在

所
び

市
良

奈

課
計

会
部

務
警

部町
路

大
登

地
番決

を
方

手
相

の
約

契
意

随
成

平
日

た
し

定
年
月
日

氏
の

方
手

相
の

約
契

意
随

ジ
社

会
式

株

所
住

び
及

名

東

ー
ィ

デ
イ

ア
・

ン
パ

ャ岸
海

区
港

都
京

目
丁

番
号

金
約

契
る

係
に

約
契

意
随

ド
ー

カ
証

許
免

転
運

額

，
円

リ
ク

ン
イ

）
価

単
り

入
枚

ト
ッ

セ
ン

ボ
，

円

ー
オ

）
価

単
り

入
ト

ッ
セ

ン
ボ

リ
ト

ー
コ

ー
バ

，
円

価
単

り
入

ジ
ッ

リ
ト

ー
カ

）

し
定

決
を

方
手

相
の

約
契

る
よ

に
約

契
意

随

続
手

た

。

公
方

地

由
理

の
約

契
意

随

特
は

又
等

品
物

の
体

団
共

特
の

続
手

達
調

の
務

役
定

令
政
る

め
定

を
例

成
平

第

令
政
年

第
）

号
第

条
第

項
当

該
号

達
調
の
務

役
は
又
等
品
物

を
等

者
札
落
、

て
い
つ
に

す
ま

し
示

公
り
お
と

の
次

成
平

。

年
月

也
善

本
柿

事
知

県
良
奈

日等
品

物
る
係
に
約
契
意
随

数
び

及
称

名
の
務
役

は
又

講
時

新
更
証
許
免
転
運

量

本
教
用

習
教
る
す

関
に
法
方

の
通
交

則
び
及

断
診

己
自

転
運
全

安

各

入
購
の

，
部

担
を

務
事
る
す
関
に
約
契

及
称

名
の

等
課
部
る

す
当

本
察
警
県
良
奈

地
在
所

び

市
良
奈

課
計

会
部
務

警
部町
路
大
登

地
番決
を

方
手
相
の
約
契
意
随

成
平

日
た

し
定

年
月
日

氏
の

方
手
相
の
約
契
意
随

全
人
法
団
財

所
住
び
及

名

京
東

会
教

全
安
通
交

本
日

南
段

九
区
田

代
千
都

目
丁

番
号

金
約

契
る
係
に
約
契
意
随

額教
る
す

関
に
法
方
の
通
交

則
．

円
）

価
単
部

断
診

己
自
転
運
全
安

．
円

）
価
単

部

し
定

決
を
方
手
相
の
約
契

る
よ

に
約
契
意
随

続
手

た

。

公
方
地

由
理
の
約
契
意
随

特
は
又

等
品
物
の

体
団
共

特
の

続
手
達

調
の
務
役

定
令

政
る
め

定
を
例

成
平

第

令
政
年

第
）
号

第
条

第
項

当
該
号

正

誤

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
付
け
奈
良
県
公
報
号
外
第
四
号
正
誤
表

段

行

誤

正

一

上

教
育
委
員
会
訓
令

は

教
育
長
訓
令

の
誤
り
。
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平
成
十
四
年
五
月
七
日
付
け
奈
良
県
公
報
第
千
三
百
六
十
一
号
正
誤
表

段

行

誤

正

社
会

式
株

機
電

本
日

社
会

式
株

気
電

本
日

二
十

六

上



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

九
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
十
二
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


